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事実の概要

　熊本県菊池郡（当時）で昭和 27 年に発生した
殺人事件（以下では「菊池事件」とする）をめぐる
罪などで起訴された被告人Ｘがハンセン病を罹患
していることを理由に、熊本地裁は最高裁に裁
判所法 69 条 2 項に基づく開廷場所指定の上申を
行った。最高裁は、菊池恵楓園（以下では「恵楓園」
とする）及びこれに隣接する熊本刑務所菊池医療
刑務支所（以下では「支所」とする）を「特別法廷」
とし、上申を認可した。熊本地裁とその控訴審は
特別法廷で当該事件を審理し死刑判決を下し、最
高裁は上告を斥け判決は確定した。Ｘは同確定判
決について 3度にわたる再審請求を行ったが、い
ずれも棄却され、その後、Ｘの死刑が執行された。
ハンセン病病歴者である原告らは、菊池事件にお
ける特別法廷の開廷やそこで行われた審理が憲法
13 条、14 条、37 条、82 条 1 項に違反すること
は刑事訴訟上の再審事由に当たると主張し、検察
官が再審請求権限を行使しなかったことが国家賠
償法上違法であるとして提訴した。

判決の要旨

　１　69条 2項の適法性審査と憲法 14条 1項の
　　　合憲性審査
　(1)　裁判所法 69 条 1 項は「裁判の対審、判決
等を公開で行う……場所である法廷は、原則とし
て裁判所庁舎の構内であるべきとし」、同条 2項
はその例外を定める。かかる同条の趣旨に照らせ

ば、特別法廷の開廷は「真にやむを得ない場合に
限られると解すべきである。」
　(2)　国会等でハンセン病患者の裁判のための
臨時法廷の設置の必要性が議論されていたこと、
最高裁裁判官会議で、「ハンセン病患者を被告人
とする下級裁判所の刑事事件に関する開廷場所の
指定については事務総局に処理させる旨の議決が
なされて」いたこと、ハンセン病患者の特別法廷
の上申はすべて認可され、それ以外の病気の患者
の上申の認可率と大きく異なること、最高裁事務
総局が調査委員会を設置・調査し、有識者の意見
を聞いた上で 2016 年に公表した『ハンセン病を
理由とする開廷場所指定に関する調査報告書』（以
下では『報告書』とする）は、事務総局が「診断書
以外の科学的知見を具体的に検討した形跡」はな
いと指摘していることからすると、ハンセン病患
者であるとの「事実のみから、定型的に開廷場所
の指定を行って」おり、「菊池事件についても同
様であったと認められる。」このように、「真にや
むを得ない場合に当たるかを具体的に検討するこ
となく行われた」開廷場所指定は、「科学的知見
等を検討するまでもなく、裁判所法 69 条 2 項に
違反する」。また、当時のハンセン病に関する科
学的知見を踏まえて検討しても「真にやむを得な
い場合に当たるとは認められ」ず、「菊池事件に
おける開廷場所指定は裁判所法 69 条 2 項に違反
する」。
　(3)　上述のように、上申の認可率の大きな違
い、国会等の議論や最高裁裁判官会議の議決に照
らせば、「定型的かつ不合理な取扱いは、ハンセ
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ン病患者に対してのみ行われていたと認められ」、
「菊池事件における開廷場所指定は、本件被告人
がハンセン病患者であることを理由として行われ
た合理性を欠く差別であり、憲法 14 条 1 項に違
反」し、「このような違法・違憲の開廷場所指定
に基づき行われた第一審及び控訴審の審理も……
憲法 14 条 1 項に違反する」。また、裁判官及び
検察官が「証拠物を扱う際、手にゴム手袋をはめ、
箸を用いるなどしたことが認められ、これは……
憲法 14 条 1項に違反する。」

　２　憲法 37条 1項、82 条 1項の合憲性審査
　(1)　憲法 82 条 1 項の「趣旨は、裁判を一般に
公開して裁判が公正に行われることを制度として
保障し、ひいては裁判に対する国民の信頼を確保
しようとすることにあり（最高裁平成元年 3月 8
日大法廷判決・民集 43 巻 2 号 89 頁［レペタ訴訟
判決：引用者］参照）、同法 37 条 1 項は、そのよ
うな公開の法廷で公平かつ迅速な裁判を受けるこ
とについて、特に刑事被告人の権利を明確にした
ものである。」
　(2)　このような公開原則の趣旨や裁判所法 69
条の趣旨を踏まえると、「開廷場所は、傍聴人が
入るのに十分な場所的余裕があり、開廷の告示を
するなどの方法によりその場所で訴訟手続が行わ
れていることを一般国民が認識することが可能
で、かつ、一般国民が傍聴のために入室すること
が可能な場所であることが必要であり、その選定
に当たっては、訴訟手続が秩序正しく行われるこ
とが可能なだけの物的設備を備え、かつ、公開の
要請をも満たすことのできる開廷場所としてふさ
わしい場所であるかどうかについて、法廷が開か
れる部屋の広さ、具体的形状、物的設備の状況等
を踏まえて検討されなければならないというべき
である。」
　(3)　恵楓園で行われた法廷は「傍聴人が入る
のに十分な場所的余裕を備えていたことがうかが
われ、部屋の広さや具体的形状、物的設備の状況
等から見て、開廷場所としてふさわしい場所でな
かったとはいえない。」「支所については、臨時法
廷を備えた施設であり、内部の設備も一通り法廷
の形態を備えていたことが認められ」、菊池事件
の審理に「公開原則違反があったとは認められな
い。」
　(4)　恵楓園や支所は「裁判所庁舎と比較する

と、広く国民が傍聴するのに適した場所とはいえ
ない」が、「一般論として、……伝染予防の観点
から、必ずしも国民の傍聴に適した場所とはいえ
ない病院や療養所等」を開廷場所とすべき場合も
ありえ、「裁判所法 69 条 2 項は、このような事
態も許容しているものと解される。」
　(5)　原告らは裁判所法 69 条 2項違反が直ちに
憲法 37 条 1 項及び 82 条 1 項違反になると主張
するが、特別法廷の開廷の必要性の問題とそこで
の公開原則の問題は別である。しかし、裁判所法
69 条 2 項が必ずしも国民の傍聴に適したとはい
えない場所を「開廷場所とすることを許容してい
るのは……適法な開廷場所指定がされることを前
提とするものであ」る。上記の 2つの問題が「別
の事柄であるとしても、法廷は公開の要請と密接
不可分の関係にある」ことや、2項が例外規定で
あることからすると、「真にやむを得ない場合で
あるという必要性の要件を満たさず、同条 2項に
違反する開廷場所指定がされた場合には、原則に
立ち返り、裁判所庁舎と同程度に国民の傍聴に適
した場所で開廷し、かつ、相当の告示が行われな
い限り、公開の要請を満たさないから、憲法 37
条 1項、82 条 1項違反の問題が生ずる」。
　(6)　恵楓園での審理は「園外から許可なく立
ち入ることができない場所」でも行われたこと、
開廷場所の周辺に「告示がされていなかったこと」
等が認められる。そして、当時のハンセン病に対
する国民の偏見や差別意識、１(2) で示した国会
等の議論、最高裁裁判官会議の決議や上申の許可
率といった「事実を総合すると、ハンセン病を理
由とする開廷場所指定それ自体が、裁判の場にお
いてハンセン病患者とそれ以外の者とを接触させ
ないことを目的とする点で国の強制隔離政策の一
環ともいうべき実態であったと考えられ」、開廷
場所指定は「一般の傍聴希望者が来園することは
現実には想定し難いことを認識した上で」行われ
た疑いがあり、これは「一般国民の傍聴を拒否し
たに等しい」。
　(7)　「少なくとも恵楓園で行われた審理につい
ては、裁判所庁舎と同程度に国民の傍聴に適した
場所で開廷したものではなく、相当の告示も行わ
れなかったものとして、憲法 37 条 1 項、82 条 1
項に違反する疑いがある」。

　３　憲法 13条の合憲性審査
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　「菊池事件における開廷場所指定及び審理を総
体として見ると、ハンセン病に対する偏見・差別
に基づき本件被告人の人格権を侵害したものとし
て、憲法 13 条にも違反する」。

判例の解説

　一　裁判所法 69条 2項の適法性審査と
　　　憲法 14条 1項の合憲性審査
　憲法 81 条の「処分」には、すべての国家行為
の処分が含まれると考えられている１）。また判例・
通説は、裁判所が行う裁判や判決が「処分」に含
まれることを肯定する２）。本判決は肯定説を前提
とし、裁判所法 69 条 2 項に基づく開廷場所指定
の適法性の審査を通じて、審査基準を示すことな
く憲法 14 条 1項に反すると判示した３）。
　14 条 1 項の合憲性審査について学説では、後
段列挙事由に基づく区別を「疑わしい区分」とし、
厳格な審査を及ぼす見解が一般的である４）。ハン
セン病患者が「社会的身分」に該当するかは論者
によって異なりうるが、差別の歴史、偏見の対象
となりやすいこと、本人の意思で変更できないこ
と、民主過程での是正が困難であることからすれ
ば、厳格な審査で判断されることになるだろう。
本件「処分」の審査においては他の国家機関への
敬譲の必要性がないことに加え、裁判は憲法に適
合すべきことが行政処分よりも「はるかに強く要
請され」５）、また「司法権の活動の場面において、
憲法を含む法の貫徹が最も強く期待さるべき」６）

であるため、「処分」に対して厳しい審査で臨む
べきである。本件「処分」を違憲とする本判決の
結論は妥当である７）が、上の議論から審査基準
を明示しなかった理由を説明できるわけではな
い。
　そこで、本判決が特に説明することなく憲法
13 条違反と結論づけていることに着目したい。
一般に憲法 13 条は、「すべての人間を自主的な
人格として平等に尊重しようとする」個人主義の
原理を表明したものと説明される８）。また、憲法
13 条の「人格の尊厳」と 14 条の「人格の平等」９）

が結びつき、14 条には「尊厳をもった存在とし
て人は等しく扱われるべきであるという要請」10）

があると説く論者は、「形式的・画一的な取扱い
が要請される」人格価値の平等に対する違反につ
いては、審査基準を用いることなく平等権の侵害

を認定する 11）。本判決は立法・行政・司法のい
ずれもが、差別と偏見から科学的知見に基づくこ
となく、あるいはそれに反して、ハンセン病患者
であるという事実のみ

4 4 4 4

に基づいて一律に
4 4 4

取り扱っ
ていたことに言及する（判決の要旨１(2)）ととも
に、本件の開廷場所指定は強制隔離政策の一環で
あったことを指摘する（判決の要旨２(6)）。ハンセ
ン病違憲国賠訴訟熊本地裁判決 12）は、強制隔離
という「人権制限の実態は、単に居住・移転の自
由の制限ということで正当に評価し尽せず、より
広く憲法 13 条に根拠を有する人格権そのものに
対するものととらえるのが相当である」と判示し
た。強制隔離は、「人権の侵害があまりに重大か
つ深刻」であり、「『基幹的な人格的自律権』の否
定、さらには公権力の適正な行使のあり方そのも
のに悖るもの」であるため、上記の判決のように
「強い非難の根拠」として 13 条が顕現している、
との見方が提示されている 13）。
　「人権保障の砦」とされる最高裁は、強制隔離
の法的根拠である「らい予防法」に合憲の「お墨
付き」を与えながら 14）、具体的検討なく一律に

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

特別法廷の開廷を認可し続けた。このことは、外
出の「許可」を個別的に判断することを定めた同
法 15 条を無視し、同法を超える絶対的隔離を貫
くものだと評される 15）。本件が違憲の法律に基
づいているだけでなく、それをもさらに踏み越え
た違憲の「処分」であることに鑑み、本判決は審
査基準を用いずに憲法 14 条違反と判示し、かつ
13 条違反としたのではないだろうか 16）。
　本判決は審理における取扱いを違憲と判断する
一方で、開廷場所指定の違憲性から、直ちに審
理それ自体を違憲と判示した（判決の要旨１(3)）。
「物」ではなく「人」として扱われることに刑事
手続上の権利の独立の価値があり、「自らの生命・
自由・財産に関係する決定手続きに参加する権利
は、人としての尊厳にかかわっている」17）と解さ
れる。したがって本判決の立場は妥当である。

　二　憲法 37条 1項と 82 条 1項の合憲性審査
　本判決はレペタ訴訟判決を踏襲しつつ、憲法
82条 1項と憲法 37条 1項の公開原則の趣旨を明
らかにする 18）。ここで注意を要するのは、憲法
だけでなく
4 4 4 4 4

裁判所法 69 条の趣旨をも踏まえ、公
開原則を満たすか否かの判断基準を提示している
ことである（判決の要旨２(2)）。判決の要旨２(4)(5)



4 新・判例解説Watch4

新・判例解説 Watch ◆ 憲法 No.173

で明言しているように、本判決は裁判所法 69 条
の趣旨から「公開の程度」の緩和を認めている。
こうした緩和は憲法上、正当化されうるだろう
か 19）。
　「基本権を確保するための基本権」と称され
る 20）裁判を受ける権利は、「人権を裁判的に保障
する制度を支える根本原則であり、その他の手続

4 4

的正義
4 4 4

の原則とあわせ総合的にその憲法体制にお
ける意義が明らかにされなければなら」21）ず（強
調は原文）、「紛争を公正に解決するにふさわしい
手続的保障を伴うものでなければならない」と
される 22）。歴史的にみると裁判を受ける権利は、
政治権力の濫用によって刑罰を受けないことを内
容とする 23）。しかし「裁判所は、人権にとって
のとりでであるが、同時に、人権にとっていちば
んの脅威ともなる」24）。したがって、裁判の公正
さを担保するために公開原則が必要とされるので
ある 25）。そして、「裁判は公平に行われるのみな
らず、公正であることが誰にも分る形で行われ
る必要がある」26）ことからすれば、国は、37 条 1
項の「権利を害するような措置をとることができ
ず、反対にそれを実効的ならしめるような措置を
とるべき」27）と解される。特別法廷は例外である
からこそ、公開の程度の緩和が認められるのでは
なく、むしろ被告人の権利あるいは傍聴の自由や
報道の自由が保障されるための十分な措置が講じ
られなければならないと考えるべきだろう。
　『報告書』の「有識者委員会意見」が指摘する
ように、問題の本質は裁判が社会から隔絶された
場所で行われた点にある。本判決は、平等違反や
強制隔離政策の一環であったことの認定を、公開
原則違反の審査に十分に活かすことができていな
いが、個別の事案の裁判手続や審理に踏み込ん
で違憲判断を示した点は高く評価されるべきであ
る。
　なお、原告が控訴しなかったため、本判決は確
定した。
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